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岐阜県酒類納入事業者支援金 
（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０月分】 

【申請受付要項】 

【受付期間】 

令和３年１２月１日（水）から令和４年１月３１日（月）まで 

【受付方法】 

１ 申請書類の提出 

申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵便物の 

追跡ができる方法でお願いします。（持参による申請は受付しておりません。） 

※令和４年１月３１日（月）の当日消印有効です。期限を過ぎた申請は、受付できません 

ので十分ご注意ください。 

（岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）【８、９月分】の申請締切は、 

令和３年１２月２３日（木）（当日消印有効）ですので、ご注意ください） 

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

※「酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）申請書在中」と朱書きし 

てください。 

※オンラインによる申請受付は行っておりません。 

※送料は申請者側でご負担をお願いします。（料金不足の場合は受付できません。） 

＜宛先＞ 

〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南２－１１－１ 岐阜産業会館５Ｆ 

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾） 受付係 宛 

 

２ 申請に必要な書類の入手方法 

次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。 

・岐阜県庁のウェブサイトからダウンロード 

(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/186020.html)                   

・県事務所の振興防災課（総合庁舎内） 

・市町村役場の所定の窓口 

 

【お問合せ先】 

  岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠） 相談窓口（コールセンター） 

電話番号：０５８―２７１―８２５５ 

受付時間：９時００分～１７時００分（土日祝日、12/29～1/3を除く） 

 

別表１―１ 

別表２ 
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注意事項 
 

１ 支援金の審査・給付事務を円滑かつ適正に進めるため、必要に応じて申請者の営業実態

等について、検査又は説明を求めることがあります。 

 

２ 支援金の給付決定後、給付要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、支援金の

給付決定を取り消します。この場合、申請者は支援金の全額返還と加算金の支払いに応じ

ていただくとともに、事業者名等が公表されることがあります。 

 

３ 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者（又は問合せ担当者）へ追加の書類提

出を求めます。確認のための連絡が取れない場合、必要書類が提出されない場合等、申請

内容の不備又は不足が県の補正を指定する期限内に解消されなかった場合は、不給付決定

を行います。 

 

４ 支援金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合は、警察へ通報し、

厳正に対処します。 

 

留意事項 
 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、 

次に掲げる協力金等の給付対象者となっている事業者は、給付対象外です。 

 

・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾） 

 

 

  ・岐阜県売上減少事業者支援金（第３弾） 
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【対象・対象外フローチャート】 
 

  

① 岐阜県内に本店又は主たる事務所のある中小法人等又は住所のあ

る個人事業者等である 

 

 

② 酒類の製造免許又は販売業免許を受けている 

 

 

③ 月次支援金(１０月分)を受給している 

 

 

④ 令和３年３月３１日以前から継続して事業を営んでおり、支援金

給付後も事業を継続する意思がある 

 

 

⑤ 酒類の提供停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴わない営

業時間短縮要請を含む）に応じた飲食店と直接又は間接かつ、反復

継続した取引がある 

 

 

 

⑥ 留意事項に掲げる岐阜県協力金等の給付対象となっていない 

 

 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

当支援金の申請が可能です 当支援金の対象外です 

（申請できません） 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
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 I 支援金の概要                          

 

■趣旨 

令和３年９月３０日をもって緊急事態措置区域から除外された都道府県における飲食店
※１（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく飲食店営業許可を受けている店舗

のうち、酒類の提供を行う店舗で、知事が認めるものをいう。以下同じ。）への酒類の提供

停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）（以下、「対

象措置」という。）による影響を受け、県内の酒類販売事業者等を取り巻く環境は依然厳し

い状況です。 

この状況を踏まえて、地域経済への深刻な影響が懸念されることから、酒類販売事業者

等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金※２」の給付を受けた事業者に対して県が

独自に上乗せする、岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０

月分】を給付します。 

※１飲食店とは以下をいいます 

・居酒屋を含む飲食店（コンビニ等のイートインスペース、テイクアウト、デリバリー、

キッチンカー、露天営業、自動販売機等により飲食提供をする店舗等を除く。） 

・バー、カラオケボックスなどの遊興施設等（ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長

期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。） 

※２「国の月次支援金」とは、令和３年４月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点 

措置等の影響で、売上が５０％以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する 

国の支援金です。 

 詳細については、以下のサイトからご確認ください 

（https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html） 

 

■給付対象事業者 

酒類の製造免許又は販売業免許を受けており、以下の表に掲げる要件を満たす中小法人 

等又は個人事業者等 

事業者の区分 対象事業者の要件 

中小法人等 

・県内に本店又は主たる事務所を有していること。 

・資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること。 

・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常 

時使用する従業員の数が２，０００人以下であること。 

 

個人事業者等 

・県内に住所を有していること。 

・税務上、事業所得を得ておらず雑所得又は給与所得の収入と

して扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入

を主たる収入として得ている個人事業者等にあっては、被

雇用者又は被扶養者ではないこと。 

 

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
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■給付額 
以下の（１）～（３）の金額を上限に売上減少額※から、国の月次支援金の給付額を控

除してなお生じる不足分に対して給付します。 

 
※売上減少額＝令和元年又は令和２年の基準月の売上※１－令和３年の１０月の売上※１ 

 

 

 

 
※１ 「売上」とは 

＊令和３年１０月の売上   ：１０月の事業収入等が確認できる売上台帳等の金額※２ 

＊令和元年・２年１０月の売上：確定申告書上での事業収入※３ 

 

＜※２ 売上台帳等の金額＞ 

  売上台帳等における税込、税抜については、確定申告書の月別売上（収入）金額の計上 

方法に合わせてください。 

 

＜※３ 事業収入＞ 

  中小法人等：法人事業概況説明書の「月別の売上高等の状況」欄の「売上（収入）金額に 

記載されている１０月の事業収入 

  個人事業者等 

青色申告の場合：所得税青色申告決算書の「月別売上（収入）金額及び仕入れ金額」欄に 

記載されている事業収入 

白色申告の場合：所得税確定申告書収支内訳書の「売上（収入）金額の明細」欄に記載さ 

れている年間の事業収入を１２で割った金額 

 

＜注意＞ 

・事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策に 

より得た給付金、補助金、助成金等が含まれる年又は月については、その額を除いた金額で 

計算してください。また、控除した場合は、「給付金・補助金・助成金等の受領を証明する 

書類の写し」を添付してください。 

 

 

以下の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当するかによって、上限額が異なります 

 

（１）令和３年１０月の売上額が令和元年又は令和２年の同月の売上額から 

50％以上 70%未満減少している場合 

 

・中小法人等 ： 上限２０万円 

・個人事業者等： 上限１０万円 

 
（２）令和３年１０月売上額が令和元年又は令和２年の同月の売上額から 

70％以上 90%未満減少している場合 

 

・中小法人等 ： 上限４０万円 

・個人事業者等： 上限２０万円 
 

・基準月とは：令和元年の１０月の売上と、令和２年の同月の売上を比較して 

金額の大きい方の年の同月が「基準月」となります 
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（３）令和３年１０月の売上額が令和元年又は令和２年の同月の売上額から 

90％以上減少している場合 

・中小法人等 ： 上限６０万円 

・個人事業者等： 上限３０万円 
 

 Ⅱ 給付要件                            

■支援金の給付対象者は、次のすべての要件を満たす事業者となります。 

（１） 岐阜県内に本店又は主たる事務所がある中小法人等又は住所がある個人事業者等 

であること 

 

（２） 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けている者 

 

（３） 令和３年１０月分の国の月次支援金の給付を受給している者 

 

（４） 令和３年３月３１日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後

も事業を継続する意思がある者 

 

（５） 令和３年１０月に実施した対象措置※に応じた飲食店と直接又は間接、かつ、反復

継続した取引がある者で、知事が認める者 

 

※【対象措置】 

酒類の提供停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮 

要請を含む） 

※【岐阜県内の対象措置実施区域】 

岐阜市、大垣市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、御嵩町 
（岐阜県外の対象措置実地区域に関しては、コールセンターへお問い合わせください） 

 

（６）対象措置による影響により、令和３年１０月の事業収入（新型コロナウイルス感染

症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金

等を除く。以下同じ。）が、令和元年と令和２年の１０月の事業収入を比較して大きい

方の月と比較して５０％以上減少している月がある者 

 

（７）コロナ社会を生き抜く行動指針（令和２年５月１５日岐阜県新型コロナウイルス感

染症対策本部策定）に沿った感染防止対策を実施している者 

 

（８）岐阜県から、検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること 

 

（９）以下のいずれにも該当しないこと 

・岐阜県暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員等、暴力団員等が役員 

である者及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者 

  ・「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）」又は「岐阜県売上
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減少事業者支援金（第３弾）」の給付対象となっている者 

  ・新型コロナウイルス感染症対策として県が給付する岐阜県新型コロナウイルス感染 

症拡大防止協力金その他の給付金等において、無資格受給又は不正受給を行った者 

・国家行政組織法別表第１に規定する国の行政機関及び法人税法別表第１に規定する 

公共法人 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊 

営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 

・政治団体 

・宗教上の組織又は団体 

・前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨、目的等に照らして適当でないと知事が認 

める者 

 

 Ⅲ 申請手続                                

■申請受付期間 

  令和３年１２月１日（水）～令和４年１月３１日（月） 

※令和４年１月３１日（月）当日までの消印を有効とします。期限を過ぎた申請は受

付できませんので、十分ご注意ください。 

（岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）【８、９月分】の申請締切は、

令和３年１２月２３日（木）（当日消印有効）ですので、ご注意ください） 

 

■申請方法 

申請書類の提出は、郵送でのみ受付します。 

提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。なお、新型コロ

ナウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。 

＜宛先＞ 

〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南２－１１－１ 岐阜産業会館５Ｆ 

岐阜県 酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾） 受付係 宛 

 

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

※「酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠）（第２弾）申請書在中」と朱書きし

てください。 

※オンラインによる申請受付は行っておりません。 

※送料は申請者側でご負担をお願いします。料金不足の場合は返送されますので、ご 

注意ください。 

 

■申請に必要な書類 

別表１－１に示す書類で該当するもの全てを添付し申請してください。なお、提出書

類はＡ４サイズに統一してください。 

※様式１～４は、インク又はボールペンで記載してください（修正液、修正テープ等 

での訂正は不可。消せるボールペンは使用不可。）。 

 

  ※別表１－２についても☑チェックを記入のうえ、別表１－２（チェック表）も一緒 

に提出してください。 
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※必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。 

 

※申請書類の返却はいたしません。 

 

※申請書、申請書に添付した書類の原本及び対象措置に応じた飲食店と反復継続した 

間接・直接取引を証明する書類は、調査等のため提出を求める場合があります。求 

めに応じて速やかに提出できるよう適切に保存（７年間）してください。 

 

※「国の月次支援金の給付決定通知書の写し」について、上記「Ⅲ 申請手続」で定め 

る申請受付期間内に、国から月次支援金の給付決定がなされていない等の理由で、  

提出が難しい場合は、それ以外の申請書類と「国の月次支援金の給付決定通知書の 

写し」の代替書類として、「国の月次支援金のマイページ（登録情報（申請ＩＤ、電 

話番号等）が記載されているもの）」の写しを期間内に提出願います。（「国の月次支 

援金の給付決定通知書の写し」以外の書類について審査いたします。） 

また、国からの給付決定通知書が到着次第、速やかに、「国の月次支援金の給付決 

定通知書の写し」を提出願います。 

「国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の受付をもって、改めて審査いたし 

ますのでご承知おきください。  

 

※酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）［８、９月分］を申請された方は「別 

表１－１申請書類一覧」のうち、「１ 金融機関名、口座名義人、口座番号、支店名 

が確認できる通帳の写し」（振込先に変更がない場合）、「５ 確定申告書類の写し（８、 

９月分の申請時に提出した確定申告書に１０月の売上が記載されていない場合を除 

く）」、「８ 履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し」の添付が省略でき 

ます 。 

 

■申請書類の入手方法 

次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。 

・岐阜県庁のウェブサイトからダウンロード 

 （https://www.pref.gifu.lg.jp/page/186020.html） 

・県事務所の振興防災課（総合庁舎内） 

・市町村役場の所定の窓口（別表２） 
 

 Ⅳ 支援金の給付について                           
 

■支援金の給付 

申請書類の審査が終了したものから順次給付します。 

 

■給付決定に係る通知等 

申請書類の審査の結果、支援金を給付する旨の決定をしたときは、支援金のお支払い

をもって通知に代えさせて頂きます。（別途通知はしません。） 

申請書類の審査の結果、支援金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付決定

通知を発送いたします。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/172283.html
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■給付決定の取り消し 

支援金の給付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等を確認した場合は、本支援

金の給付決定を取り消します。既に給付済みの場合、申請者は、支援金を返還のうえ、支

援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金（支援金の額に年率 10.95％の

割合で計算した額）を併せて納付していただきます。 

 

■現地確認等について  

 申請書類の内容を確認するため現地確認をさせていただく場合があります。 

現地確認にご協力いただけない場合や、現地確認の結果、不正が確認された場合、提出

いただいた申請書類が偽造と認められる場合、申請要件への該当性が判断できない場合

等は不給付とさせていただきます。 

 

■不正等について 

  次のような虚偽申請等があった場合は、不給付となる場合があります。 

  ・既に廃業しているにも関わらず営業実態があるように偽る。 

  なお、以下の場合も不給付とさせていただく場合がありますので、予めご了承くださ

い。 

・誓約書に誓約した内容に偽りや違反があった場合 

 ・一つの事業者が複数の申請を提出した場合 など 
 
※申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の給付を受けた事業 

者名、対象販売場などの情報を公表することがあります。 

 

 Ⅴ その他                                
 
■問い合わせ先 

本支援金の申請等に関する質問は、以下の相談窓口にお問い合わせください。 
 

岐阜県 酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠） 

 相談窓口（コールセンター） 

電話番号：０５８－２７１－８２５５ 

受付時間：９時００分～１７時００分（土日祝日、12/29～1/3を除く） 

 

 
■支援金の課税の取扱いについて 

  給付された支援金については、事業所得等に区分されるものであるため、所得税等の 

課税対象となります。 



※各支給パターンについて申請者が中小法人等の場合の支給例を記載しています。

例１）売上減少額が基準月の50％以上70%未満かつ40万円以上の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例２）売上減少額が基準月の50％以上70%未満かつ40万円未満の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例３）売上減少額が基準月の50％以上70%未満かつ20万円以下の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

月次支援金で売上減少額を補えるた

め本支援金は対象外

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

④月次支援金

20万円

20万円 ⑤月次支援金を受給してもなお

不足する金額
0円

②月間売上

⑥支給上限額 20万円

減少額

50％以上

③減少額 20万円

①月間売上 ④月次支援金 20万円

10

40万円 ②令和3年10月の売上 20万円

⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
10万円

①基準月の売上 60万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

県支援金10万円

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）の支給例

100万円

50万円

①基準月の売上

【参考】 別紙１

①月間売上

⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
30万円

県支援金20万円

④月次支援金20万円

減少額

50％以上

②月間売上

②令和3年10月の売上

③減少額

④月次支援金

100万円

50万円

50万円

20万円

20万円

②令和3年10月の売上 30万円60万円

③減少額 30万円

30万円

⑥支給上限額 20万円

②月間売上

減少額

50％以上 ④月次支援金 20万円④月次支援金20万円①月間売上

県支援金20万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

⑥支給上限額

県支援金10万円

①基準月の売上 40万円



例４）売上減少額が基準月の70％以上90%未満かつ60万円以上の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例５）売上減少額が基準月の70％以上90%未満かつ60万円未満の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例６）売上減少額が基準月の70％以上90%未満かつ20万円以下の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額
令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

月次支援金で売上減少額を補えるた

め本支援金は対象外

④月次支援金

14万円

②月間売上
6万円

⑤月次支援金を受給してもなお

不足する金額
0円

⑥支給上限額 40万円

20万円 ②令和3年10月の売上 6万円

減少額

70％以上

③減少額 14万円

①月間売上 ④月次支援金 14万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

県支援金29万円

県支援金29万円

①基準月の売上 20万円

④月次支援金20万円 ⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
29万円

21万円
②月間売上

⑥支給上限額 40万円

減少額

70％以上

③減少額 49万円

①月間売上 ④月次支援金 20万円

①基準月の売上 70万円

70万円 ②令和3年10月の売上 21万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

県支援金40万円

県支援金40万円

②月間売上
30万円

⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
50万円

⑥支給上限額 40万円

減少額

70％以上

③減少額 70万円

①月間売上

④月次支援金20万円

④月次支援金 20万円

①基準月の売上 100万円

100万円 ②令和3年10月の売上 30万円
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例７）売上減少額が基準月の90％以上かつ80万円以上の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例８）売上減少額が基準月の90％以上かつ80万円未満の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額

例９）売上減少額が基準月の90％以上かつ20万円以下の場合

①－②

③－④

⑤と⑥を比較し、低い金額
令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

月次支援金で売上減少額を補えるた

め本支援金は対象外

④月次支援金

18万円

②月間売上

20万円 ②令和3年10月の売上 2万円

減少額

90％以上

③減少額 18万円

①月間売上 ④月次支援金 18万円

⑤月次支援金を受給してもなお

不足する金額
0円

2万円 ⑥支給上限額 60万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

県支援金43万円

県支援金43万円

①基準月の売上 20万円

④月次支援金

20万円

⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
43万円

7万円 ②月間売上 ⑥支給上限額 60万円

減少額

90％以上

③減少額 63万円

①月間売上 ④月次支援金 20万円

①基準月の売上 70万円

70万円 ②令和3年10月の売上 7万円

令和元年又は

令和２年の売上額
令和３年の売上額

県支援金60万円

②月間売上

④月次支援金

20万円

⑤月次支援金を受給し

てもなお不足する金額
70万円

10万円 ⑥支給上限額 60万円

減少額

90％以上
県支援金60万円

③減少額 90万円

①月間売上
④月次支援金 20万円

①基準月の売上 100万円

100万円 ②令和3年10月の売上 10万円
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別表１－１ 

申請書類一覧 
 
※これらの書類はＡ４サイズに統一してください。 
また、すべての書類のコピーを取り、申請者控えとして保管してください。 

１ 岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２

弾）【10月分】申請書様式１ 
・申請日は必ず記入してください。 

・個人事業者は自署ではない場合は、代表者の認印を押印してください。法人事  

業者は登録された法人の実印を押印してください。 

・振込先口座は必ず申請者名義の口座を指定してください。法人の場合は当該法 

人口座に、個人事業者の場合は当該申請者本人の口座に限ります。 

  ・「売上減少額・減少率」欄の金額等は月次支援金の申請に使用したものを記入 

してください（詳細は申請受付要項ｐ５をご参照ください）。  

・３ページ目下段には、金融機関名、口座名義人、口座番号、支店名が分かるよ 

うに通帳の写し（表紙をめくった見開きページ全体等）を貼付してください。 

  ・別表１－２（チェック表）の各欄の該当する項目全てにチェックが入ったこと 

を確認し、別表１－２も同封のうえ提出してください。  
２ 岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２

弾）【10月分】取引先事業者一覧 様式２ 
・飲食店と取引のある販売場等名、所在地、免許の種別について記入してくださ

い。複数ある場合は、主な販売場等の情報を記載してください。 

・取引のある飲食店（※１）の情報（※２）を入力してください。 

※１ 令和３年１０月に酒類の提供停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴

わない営業時間短縮要請を含む）（以下、「対象措置」という。）が実施されて

いた区域に所在する飲食店を記入してください。 

【岐阜県内の対象措置実施区域】 

岐阜市、大垣市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、御嵩町
（岐阜県外の対象措置実施区域に関しては、コールセンターへお問い合わせください） 

 

※２ 以下（ア）又は（イ）のとおり、令和元年、令和２年、及び令和３年の 

１０月における顧客である取引先情報を記載すること 

 （ア）飲食店と酒類の直接取引がある場合は、飲食店に関する情報 

 （イ）飲食店との酒類の取引が間接的である場合は、卸業者（小売業者）及び

飲食店に関する情報 

 

（注）対象措置の影響を受けた飲食店との反復継続※した取引を示す「帳簿書類

（請求書、納品書、領収書等）及び通帳（取引に関する入出金記録が記帳さ

れたもの）」については、後日調査させていただく場合がありますので、７

年間大切に保存しておいてください。 

※「反復継続した取引」とは、令和元年及び令和２年の１０月のそれぞれの

期間において複数回の取引を行っていることを指します。ただし、契約形態

等により、複数回の取引を行っていない場合は、１回の取引がその事業の主

たる取引となっていれば、その取引を示す「帳簿書類、通帳」でも可としま

す。 
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３ 誓約書様式３ 
・申請日以前の日付で署名年月日を必ず記入してください。 

・誓約書の最下部にある日付、所在地（個人事業者は自宅住所）、申請事業者名、 

代表者役職・氏名欄は、必ず自署でお願いします。法人においてゴム印を使用 

する場合は、登録された法人代表者印も必ず押印してください。 

４ 国の月次支援金の給付決定通知書の写し 
   ＜令和３年１０月のものを添付してください＞ 

  ※宛先（住所、氏名等）、振込のお知らせ（給付金額等）などの情報が記載されて 

いる面を全て提出してください。 

※「国の月次支援金の給付決定通知書の写し」について、上記「Ⅲ 申請手続」で 

定める申請受付期間内に、国から月次支援金の給付決定がなされていない等の 

理由で、提出が難しい場合は、それ以外の申請書類と「国の月次支援金の給付 

決定通知書の写し」の代替書類として、「国の月次支援金のマイページ（登録情 

報（申請ＩＤ、電話番号等）が記載されているもの）」の写しを期間内に提出願 

います。 

（「国の月次支援金の給付決定通知書の写し」以外の書類について審査いたします。） 

また、国からの給付決定通知書が到着次第、速やかに、「国の月次支援金の給 

付決定通知書の写し」を提出願います。 

「国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の受付をもって、改めて審査 

しますのでご承知おきください。 

５ 確定申告書類の写し 
（令和元年及び令和２年の１０月を含むもの。２年分を提出してください） 

＜国の月次支援金申請時と同じ書類を提出してください＞ 

 ＜収受日付印のついた確定申告書の写し（令和元年及び令和２年の１０月 

をその期間に含むもの）を提出してください＞ 

 【中小法人等の場合】 

  ・法人税確定申告書別表一 

  ・法人事業概況説明書（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

 【個人事業主等】 

  〈青色申告の場合〉 

・所得税確定申告書 B（第一表） 

・所得税青色申告決算書（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

 〈白色申告の場合〉 

・所得税確定申告書 B（第一表） 

・収支内訳書（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

 

  ※確定申告書別表一又は、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印 

（ｅ-Ｔａｘにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字）されて 

いることを確認してください。 

  ※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業主の開業・廃業等 

届出書（写し）又は法人設立届出書（写し）を提出してください。 

※月次支援金の申請において、確定申告書の提出に替えて、他の書類を提出した 

場合は、当該書類を提出してください。 

※確定申告書の写しを提出いただく際は、マイナンバー記載欄を見えないように、 

黒塗りしてください。 
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６ 令和 3年 10月の売上げが分かる書類 
＜国の月次支援金申請時と同じ書類を提出してください＞ 

  ・令和３年１０月に係る事業者の全ての売上が分かる書類（売上台帳等の写し）

を提出してください。 

  ・売上台帳等には、年月や売上額の合計額とその内訳を明確に記載してください。 

  ※消費税の取扱いについて 

   売上台帳等における税込、税抜については、確定申告書の月別売上（収入）金

額の計上方法に合わせてください。 

 

  〈新規創業者の場合〉 

  ・2019年・2020年新規開業特例、2021年新規開業特例を使って国の月次支援金 

の給付決定を受けた方は、国に提出した売上台帳等の写しと同じ書類を提出し 

てください。 

 

（注）売上台帳等の作成に用いたレジの日計表、会計伝票などの根拠書類は、 

後日、調査させていただく場合がありますので、７年間大切に保存しておいて 

ください 

７ 「法人設立届出書」又は「個人事業主の開業・廃業等届出書」   

  の写し 

 ※新規開業者の方のみ提出してください 
・2019年・2020年新規開業特例、2021年新規開業特例を使って国の月次支援金の

給付決定を受けた方は「法人設立届出書」又は「個人事業主の開業・廃業等届出

書」（税務署等の受付印のあるもの）の写しを提出してください。 

８ 履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し 
・必ず申請者のものを提出してください。 

・個人番号が記載されたものは、個人番号部分は消して提出してください。 

・Ａ４用紙にコピーして、そのまま提出してください。 

 

【中小法人等のみ】 

・履歴事項全部証明書の写し（提出時から３箇月以内に発行されたもの） 

【個人事業者のみ】 

・氏名、生年月日、住所が分かるもの 

（例）運転免許証の写し、健康保険証の写し 

マイナンバーカードの表面（裏面は提出しないこと）の写しなど 

 

 ※いずれの場合も、申請を行う月において有効なものに限ります。 

※運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出して 

ください。 

９ 給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類の写し 
※事業収入に国又は地方公共団体からの給付金等が含まれている場合のみ、提出 

してください。 

（詳細は申請受付要項ｐ５をご確認ください） 

 

・給付決定通知書、入金が確認できる通帳の写し等を提出してください。 
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別表１―２ 

申請必要書類一覧 チェック表 
※本チェック表も提出してください。 

（書類はチェック表記載の順（１～９）に並べ、提出してください） 

（本表で提出を要しない書類でも、追加で提出をお願いすることがあります。） 

 

 

申請書及び添付書類 ↓下記にチェック 

１ 岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠） 

申請書 様式１ 

 ・法人の代表者印は押印されていますか？ 

 ・個人事業者の方で自署でない場合は、代表者の認印の押印

はありますか？ 

 ・記入漏れはありませんか？ 

 ・申請額は正しく算定されていますか？ 

 ・通帳の写しは添付されていますか？ 

□ 
※酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）［８、９月分］を申請され

た方で変更が無い場合は、通帳の写し

の添付を省略することができます。 

２ 岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠） 

取引先事業者一覧 様式２ 

 ・記入漏れはありませんか？ 
□ 

３ 誓約書 様式３ 

 ・申請日以前の日付で署名がされていますか？ 

 ・法人の代表者印が押印されていますか？ 

・個人事業主の方で自署でない場合、代表者の認印が押印さ

れていますか。 

 

□ 

４ 国の月次支援金の給付決定通知書の写し 

 ・令和３年１０月のものが添付されていますか？ 

 ・宛先（住所、氏名等）、振込のお知らせ（給付金額等）など 

の情報が記載されている面が添付されていますか？ 

 

□ 

５ 確定申告書類の写し 

（令和元年及び令和２年の１０月を含むもの） 

  

 ・令和元年及び令和２年の２ヵ年分添付されていますか？ 

 ・税務署等の収受日付印等は押印されていますか？ 

 

 【中小法人等の場合】 

・法人税確定申告書別表一 

  ・法人事業概況説明書 

（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

 

 【個人事業主等】 

  〈青色申告の場合〉 

・所得税確定申告書 B（第一表） 

・所得税青色申告決算書 

（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

  〈白色申告の場合〉 

・所得税確定申告書 B（第一表） 

・収支内訳書 

（1枚目及び 2枚目の両方を提出してください） 

□ 
※酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）［８、９月分］を申請され

た方は省略することができます（８、

９月分の申請時に提出した確定申告書

に１０月の売上が記載されてない場合

を除く）。 
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申請書及び添付書類 ↓下記にチェック 

６ 令和３年１０月の売上げが分かる書類 

 ・令和３年１０月に係る事業者の全ての売上が分かる書類 

（売上台帳等の写し）ですか？ 

 ・売上台帳等には、年月や売上額の合計額とその内訳が明確 

に記載されていますか？ 

・様式１に記入された売上額と一致していますか？ 

□ 

７ 「法人設立届出書」又は「個人事業主の開業・廃業等 

届出書」の写し ※新規開業者の方のみ提出してください 

・2019年・2020年新規開業特例、2021年新規開業特例を使っ 

て国の月次支援金の給付決定を受けた方は「法人設立届出 

書」又は「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出 

 

□ 
※酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）［８、９月分］を申請され

た方は省略することができます。 

８ 履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し 

【中小法人等の場合】 

・履歴事項全部証明書は提出時から３箇月以内に発行された

ものですか？ 

 

【個人事業者等の場合】（いずれか一つ） 

 ・運転免許証の写し 

 ・健康保険証の写し 

 ・マイナンバーカードの表面（裏面は提出しないこと） 
 

□ 
※酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）［８、９月分］を申請され

た方は省略することができます。 

９ 給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類の写し 

※該当がある場合のみ提出してください 

・給付決定通知書、入金が確認できる通帳の写し等を提出し

てください。 

 

□ 

 



経済部商工課 飛騨市 商工観光部商工課 8：30～17：15 ×

北部事務所

西部事務所

南部東事務所

東部事務所

日光事務所

南部西事務所 商工観光部商工課

柳津地域事務所 大和振興事務所

白鳥振興事務所

高鷲振興事務所

美並振興事務所

明宝振興事務所

和良振興事務所

観光商工部商工課

萩原振興事務所

多治見商工会議所 小坂振興事務所

笠原町商工会 下呂振興事務所

金山振興事務所

馬瀬振興事務所

商工観光部商業振興課 海津市 産業経済部商工観光課 8：30～17：15 ×

政策推進部政策推進課 岐南町 総合政策部経済環境課 8：30～17：15 ×

市民福祉部健康医療課 笠松町 企画環境経済部環境経済課 8：30～17：15 ×

山口総合事務所 養老町 産業建設部産業観光課 8：30～17：15 ×

坂下総合事務所

川上総合事務所

加子母総合事務所 関ケ原町 地域振興課 8：30～17：15 ×

付知総合事務所

福岡総合事務所

蛭川総合事務所 輪之内町 産業課 8：30～19：00 ×

苗木事務所 安八町 企画調整課 8：30～17：15 ×

坂本事務所 揖斐川町 産業建設部商工観光課 8：30～17：15 ×

落合事務所

阿木事務所

神坂事務所 池田町 建設部産業課 8：30～17：15 ×

美濃市 産業振興部産業課 8：30～17：15 ×

坂祝町 企画課 8：30～17：15 ×

富加町 産業環境課 8：30～17：15 ×

川辺町 産業環境課 8：30～17：15 ×

恵那市 商工観光部商工課 8：30～17：15 × 七宗町 企画課 8：30～17：15 ×

美濃加茂市 産業振興部商工観光課 8：30～17：15 × 八百津町 地域振興課商工振興係 8：30～17：15 ×

各務原市 産業活力部商工振興課 8：30～17：15 × 東白川村 地域振興課 8：30～17：15 ×

可児市 観光経済部産業振興課 8：30～17：15 ×

山県市 まちづくり・企業支援課 8：30～17：15 ×

穂積庁舎企画部市民協働安全課 8：30～17：15 ×

巣南庁舎商工農政観光課 8：30～17：15 ×
×8：30～17：15観光振興課白川村瑞穂市

御嵩町
○

（当直室（終日））
8：30～17：15

○

（日直対応）
8：30～17：15

まちづくり課

企画課商工観光係白川町

○

（日直対応）
8：30～17：15総務危機管理課

○

（日直対応）
8：30～17：15産業建設部まちづくり推進課

×8：30～18：15

8：30～17：15 ×

8：30～17：15
○

（宿日直対応）

×8：30～17：15

産業課

北方町

大野町

8：30～17：15

×8：30～17：15

垂井町

総務部総務課神戸町
中津川市 8：30～17：15 ×

○

（日直対応）
8：30～17：15産業経済部商工課関市

×

○

（夜間休日窓口）

8：30～17：15地域振興部産業振興課土岐市

産業振興部商工観光課羽島市

経済部商工課瑞浪市

酒類納入事業者支援金市町村申請書配布窓口一覧

市町村名 申請書配布窓口 配布窓口開設時間（平日） 土日祝日の対応 市町村名 申請書配布窓口 配布窓口開設時間（平日） 土日祝日の対応

8：30～17：15 ×本巣市

郡上市

岐阜市
糸貫分庁舎産業経済課

×8：45～17：30

下呂市

高山市

多治見市役所本庁舎

経済部産業観光課

大垣市

9：00～17：00 ×

新型コロナウイルス総合窓口 ×9：00～17：00

8：30～17：15 ×

多治見市

経済部商工観光課

別表２
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年 月 日

　岐阜県知事　様

１　申請者の情報（法人又は個人事業者欄いずれかを選択し、該当する項目を記入してください。）

〒 －

〒 －

担当者氏名

２　酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）［８月分・９月分］の申請有無

３　給付要件等に関する確認

　　該当する項目に レ をしてください。

令和３年３月３１日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思がある。

令和３年10月分の国の月次支援金を受給している。

-

申請有無

8月分

有　　・　　無

9月分

有　　・　　無　

携帯電話連絡先

- -

年

-

担当者
所属部署

代表者氏名

固定電話 -

様式１

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０月分】申請書

本店住所

フリガナ

代表者役職

法人名

フリガナ

令和

国の月次支援金の申請番号

法
人

-

次のとおり岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０月分】の給付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

□

　　※登録された法人の実印を押印してください。

フリガナ

担当者氏名

法人番号
（13桁）

電話

酒類の提供停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む。以下同じ。）に応じた飲食店と直接又は間
接、かつ、反復継続した取引がある。

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）の給付対象となっていない。

酒類の製造免許又は販売業免許を受けている。
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個
人
事
業
者
　
□ フリガナ

連絡先

自宅住所屋号

日生
代表者氏名

フリガナ

生年月日
（西暦）

月

印

印



４　売上減少額・減少率

１０月 円 円 円 円 % 円 %

１０月 円 ％ 円

５　申請額

１０月 円 円 円 円

※２　給付上限額　　　

※３　差分額(H)と給付上限額(I)のうち、金額が小さい方を申請額欄に記入してください。

売上金額

令和元年(A) 令和２年(B)

個人

申請額計

200,000 600,000

100,000 300,000

50％以上

令和２年比（E）

減少率

90％以上

売上減少額(B-C)

※「売上金額、売上減少額・減少率」欄の金額等には月次支援金の申請に使用したものを記入してください。

申請額(J)※３

□税抜　　　　　□税込

給付上限額（Ｉ）※２差分額(H)(（F）－（G）)

※令和元年、２年、３年の売上金額は、必ず「税抜」又は「税込」のどちらかで統一して記載してください
（税込、税抜のどちらかにチェックしてください。）。

※「売上金額」には、令和元年と令和２年は確定申告書等で確認できる事業収入の金額、令和３年は売上台帳
の金額を記載してください。

（円）

200,000

法人

適用
減少率

※１

減少率 70％以上

400,000

適用売上
減少額（F）

※１

月次支援金
受給額（G）

※「売上金額」は、1円未満切捨て。「減少率」は、小数点以下切捨て。

※１　令和元年比（D）と令和２年比（E）を比較し、数値が高い方を記入してください。

売上減少額(A-C)

令和元年比（D）

20

令和３年(C) 減少率



６　振込先

注：等倍でコピーを貼ってください。
（写真不可。折曲禁止）

金融機関名

支店名

預金種類

口座番号

（フリガナ）

口座名義人

注：等倍でコピーを貼ってください。
（写真不可。折曲禁止）

※口座番号が6桁以下の場合、始めに「０」を記入してください。

下記に通帳の写し（表紙をめくった見開きページ全体）を貼り付けてください。

１　普通　　　　　２　当座　　　　　３　納税準備　　　　　４　貯蓄

銀行・金庫・組合・農協・漁協

本店 ・ 支店 ・ 出張所 ・ 本所 ・ 支所
※ゆうちょ銀行の場合は３桁の店番を記載

※必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人、個人事業者の場合は当該個人の口座
    に限ります。）。また、通帳等に記載の通り正確に記入してください。

※岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）で令和３年８月分又は９月分を申請済みで変更が無い場合は、振込
先の記入及び通帳の写しの貼付を省略することができます。
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申請事業者名

１　　販売場等情報（飲食店との直接・間接の取引がある販売場等を記入）

□ 酒類製造免許 ・ □ 酒類販売業免許

２　　取引のある飲食店の情報（上記販売場等の主な取引先について記入）

（１）令和元年１０月

様式2

販売場等名
フリガナ

　「販売場等名」「販売場等所在地」には、酒類の製造免許又は販売業免許に記載されている情報を記入してください。

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【10月分】 取引先事業者一覧

取引情報
①

（一次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等所在地

免許の種別

（ア）飲食店と酒類の直接取引がある場合
　・下記①に当該飲食店との取引について記入してください（②③は記載不要）。
（イ）飲食店との酒類の取引が間接的である場合
　・下記①に間接取引先（一次取引先）との酒類の取引内容を記入した上で、②③に当該酒類が飲
食店に納入されるまでの取引内容を記入してください。

＊令和元年、令和２年及び令和３年の１０月の取引について記入してください。

□酒類の提供停止を伴う休業要請等（岐阜県内対象区域：岐阜市、大垣市、羽島市、
　 美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、御嵩町）に伴う協力金の給付対象である
　  飲食店と直接又は間接、かつ、反復継続した取引がある事業者

　次の事業者に該当するか確認の上、該当する場合は☑チェックをつけてください。
　（該当しない場合は、給付対象外となります。）

取引情報
②

（二次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

取引情報
③

（最終取引先）

法人名又は
個人事業者名

飲食店名

飲食店所在地

代表者名
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（２）令和２年１０月

（３）令和３年１０月

取引情報
①

（一次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

取引情報
②

（二次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

取引情報
③

（最終取引先）

法人名又は
個人事業者名

飲食店名

飲食店所在地

代表者名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

取引情報
①

（一次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名
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取引情報
③

（最終取引先）

法人名又は
個人事業者名

飲食店名

飲食店所在地

代表者名

取引情報
②

（二次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名



岐阜県知事　　様

年 月 日

所在地（個人事業主の場合は自宅住所）

申請事業者名

代表者役職・氏名

※自署で記入してください。

※法人においてゴム印を使用する場合は、登録された代表者印（法人の実印）も併せて押印してください。

　７．申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の給付を受けた事業者
　 名等の情報が公表されることに同意します。

様式３

誓　約　書

　岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）の給付申請にあたり、次のとおり
誓約します。

　１．岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）の給付対象者ではありません。

　３．コロナ社会を生き抜く行動指針に沿った感染防止対策を実施しています。

　４．申請受付要項の内容を確認しており、申請書及び添付資料に記載した情報に偽りはあり
     ません。また、酒類の販売等に必要な免許を受けています。

　５．支援金の給付後に申請内容に虚偽等が判明した場合は、支援金の返還に応じるととも
　　に、加算金の支払に応じます。

　５．岐阜県から申請内容及び審査に関する調査・報告・是正のための依頼・措置の求めが
　　あった場合は、これに応じます。

　６．申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、岐阜県
   暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等
   に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団及び暴力団員
   等が、申請事業者の経営に事実上参画していません。

　２． 令和３年３月31日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業
　　を継続して実施します。

　８．申請書類に記載された情報は、必要に応じて行政機関（税務当局、警察署、保健所等）
　に提供することに同意します。

【署名欄】 令和署名年月日

24
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年 月 日

　岐阜県知事　様

１　申請者の情報（法人又は個人事業者欄いずれかを選択し、該当する項目を記入してください。）

〒 －

〒 －

担当者氏名

２　酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）［８月分・９月分］の申請有無

３　給付要件等に関する確認

　　該当する項目に レ をしてください。

令和３年３月３１日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思がある。

　
個
人
事
業
者
　
□

フリガナ

連絡先

自宅住所屋号

日生
代表者氏名

フリガナ

生年月日
（西暦）

月

電話

酒類の提供停止を伴う休業要請等（酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む。以下同じ。）に応じた飲食店と直接又は間接、か
つ、反復継続した取引がある。

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）の給付対象となっていない。

-

次のとおり岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０月分】の給付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

□

　　※登録された法人の実印を押印してください。

フリガナ

担当者氏名

法人番号
（13桁）

令和

国の月次支援金の申請番号

法
人

様式１

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【１０月分】申請書

本店住所

フリガナ

代表者役職

法人名

フリガナ

-

担当者
所属部署

代表者氏名

固定電話 -

酒類の製造免許又は販売業免許を受けている。

令和３年10月分の国の月次支援金を受給している。

-

申請有無

8月分

有　　・　　無

9月分

有　　・　　無　

携帯電話連絡先

- -

年

印

印

① 

④ 

⑤ 

⑥ 

①記入日 

受付期間内の日付で申請書を作

成した日を記入してください。 

 様式１（1枚目）・記入要領 

③法人・個人事業者の区分 
該当する方に☑をしてください。 

 

④所在地・申請事業者名等（法人） 

・代表者氏名欄には登録された法人の実印を押印してください。 

・法人番号欄には 13桁の法人番号を必ず記入してください。 

・担当者欄及び連絡先欄には日中連絡が取れる方のお名前と電話

番号を記入してください。 

⑤住所・申請事業者名等（個人） 

・自署でない場合は、認印も併せて押印ください。 

・生年月日は西暦で記入してください。 

・担当者欄及び連絡先欄には日中連絡が取れる方のお名前と電

話番号を記入してください。 

②国の月次支援金の申請番号 
月次支援金の申請番号を記入してください。 

 ② 

③ 

⑦給付要件等に関する確認 

該当する項目すべてに☑をしてください。 

⑦ 

⑥酒類納入事業者支援金（月次支援金
上乗せ枠）【８月分・９月分】申請有無 
8月分、9月分の申請有無について 

該当する方を○で囲んでください。 
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４　売上減少額・減少率

１０月 円 円 円 円 % 円 %

令和３年(C) 減少率

※「売上金額」は、1円未満切捨て。「減少率」は、小数点以下切捨て。

売上減少額(A-C)

※「売上金額、売上減少額・減少率」欄の金額等には月次支援金の申請に使用したものを記入してください。

□税抜　　　　　□税込

※令和元年、２年、３年の売上金額は、必ず「税抜」又は「税込」のどちらかで統一して記載してください（税込、税抜
のどちらかにチェックしてください。）。

※「売上金額」には、令和元年と令和２年は確定申告書等で確認できる事業収入の金額、令和３年は売上台帳の金額を記
載してください。

令和２年比（E）

減少率売上減少額(B-C)

令和元年比（D）売上金額

令和元年(A) 令和２年(B)

 
①売上金額 
・令和元年・2年・3年 10月の売上金額を記入してください。  

 

＜「売上金額」とは＞ 

＊令和３年 10月の売上：令和 3年 10月の事業収入等が確認できる売上台帳等の金額 

＊令和元年・２年 10月の売上：確定申告書上での事業収入※ 

事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等が含まれる年又は月に

ついては、その額を除いた金額で計算してください。 

＜※ 事業収入＞ 

  中小法人等 ：法人事業概況説明書の「月別の売上高等の状況」欄の「売上（収入）金額に記載されている該当月の事業収入 

  個人事業者等 

青色申告の場合：所得税青色申告決算書の「月別売上（収入）金額及び仕入れ金額」欄に記載されている事業収入 

白色申告の場合：所得税確定申告書収支内訳書の「売上（収入）金額の明細」欄に記載されている年間の事業収入を１２で割った金額（1円未満

切り捨て） 

様式１（2枚目）・記入要領 

 

②令和元年比・令和２年比 

・令和元、2年 10月から令和 3年 10月の売上金額を差し引いた額を記入し、減少率を算

出してください。 

※減少率の小数点以下は切り捨て 

 

●令和元年比（D）減少率 ＝売上減少額（A-C）÷令和元年売上金額（A）×100 

●令和 2年比（E）減少率 ＝売上減少額（B-C）÷令和 2年売上金額（B）×100 

① ② 

③税込・税抜 

・税抜きで確定申告書等を記載している場合には、①に税抜の金額を記載する

とともに、税抜に☑をしてください。 

・税込で記載している場合は、①に税込の金額を記載するとともに、税込に☑

をしてください。 

  必ず、令和元年、２年、３年同じ区分の金額を記載してください。 

③ 
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５　申請額

１０月 円 円 円 円

※２　差分額(H)と給付上限額(I)のうち、金額が小さい方を申請額欄に記入してください。

申請額計申請額(J)※２給付上限額（Ｉ）差分額(H)(（F）－（G）)

１０月 円 ％ 円

適用
減少率

※１

適用売上
減少額（F）

※１

月次支援金
受給額（G）

※１　令和元年比（D）と令和２年比（E）を比較し、数値が高い方を記入してください。

⑧ 

④ 

⑥ ⑦ 

④適用売上減少額・適用減少率 

・令和元年比(D)と令和 2年比(E)を比較し、

数値が高い方を記入してください。 

⑦給付上限額 

・適用する減少率に応じた給付上限額を記入してください。

※法人個人で給付上限額が違うため要注意。 

⑧申請額、申請額計 

・申請額（J）には、差分額（H）と給付上

限額（I）を比較し、低い金額の方を記入

してください。 

・申請額計には、申請額（J）と同額を記入

してください。 

 

⑤月次支援金受給額 

・国の月次支援金の受給額

を記入してください。 

⑤ 

様式１（2枚目）・記入要領 

⑥差分額 

・適用売上減少額(F)から月次支援金受給額(G)を

差し引いた額を記入してください。 
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６　振込先

注：等倍でコピーを貼ってください。
（写真不可。折曲禁止）

金融機関名

支店名

預金種類

口座番号

（フリガナ）

口座名義人

注：等倍でコピーを貼ってください。
（写真不可。折曲禁止）

※口座番号が6桁以下の場合、始めに「０」を記入してください。

下記に通帳の写し（表紙をめくった見開きページ全体）を貼り付けてください。

１　普通　　　　　２　当座　　　　　３　納税準備　　　　　４　貯蓄

銀行・金庫・組合・農協・漁協

本店 ・ 支店 ・ 出張所 ・ 本所 ・ 支所
※ゆうちょ銀行の場合は３桁の店番を記載

※必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人、個人事業者の場合は当該個人の口座
    に限ります）。また、通帳等に記載の通り正確に記入してください。

※岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）で令和３年８月分又は９月分を申請済みで変更が無い場合は、振込先の記入及
び通帳の写し   の貼付を省略することができます。

様式１（3枚目）・記入要領 

①振込先 
必ず申請者名義の口座を指定してください。 

・法人の場合は、当該法人の口座に限ります。 

・預金通帳等表紙裏面のカナ口座名義を転記し 

てください。 

・ゆうちょ銀行の場合は３桁の店番を支店名欄 

 に記入してください。 

※過去に県へ提出した場合でも、審査を迅速に 

するため、改めて記入してください。 

ただし、酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）【８、９月分】を申請された方で変

更がない場合は省略することが出来ます。 

 

②通帳の写し貼り付け欄 
必ず通帳等表紙の裏面（表紙をめくった見開き

ページ全体）をコピーの上、はがれない様にの

り等で貼付してください。 

※過去に県へ提出した場合でも、審査を迅速に

するため改めて貼付してください。 

ただし、酒類納入事業者支援金（月次支援金

上乗せ枠）【８、９月分】を申請された方で変更

がない場合は省略することが出来ます。 

① 

② 
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申請事業者名

１　　販売場等情報（飲食店との直接・間接の取引がある販売場等を記入）

□ 酒類製造免許 ・ □ 酒類販売業免許

２　　取引のある飲食店の情報（上記販売場等の主な取引先について記入）

（１）令和元年１０月

取引情報
③

（最終取引先）

法人名又は
個人事業者名

飲食店名

飲食店所在地

代表者名

取引情報
②

（二次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

販売場等所在地

免許の種別

（ア）飲食店と酒類の直接取引がある場合
　・下記①に当該飲食店との取引について記入してください（②③は記載不要）。

（イ）飲食店との酒類の取引が間接的である場合
　・下記①に間接取引先（一次取引先）との酒類の取引内容を記入した上で、②③に当該酒類が飲食店に
納入されるまでの取引内容を記入してください。

＊令和元年、令和２年及び令和３年の１０月の取引について記入してください。

□酒類の提供停止を伴う休業要請等（岐阜県内対象区域：岐阜市、大垣市、羽島市、
　 美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、御嵩町）に伴う協力金の給付対象である

　  飲食店と直接又は間接、かつ、反復継続した取引がある事業者

　次の事業者に該当するか確認の上、該当する場合は☑チェックをつけてください。
　（該当しない場合は、給付対象外となります。）

取引情報
①

（一次取引先）

法人名又は
個人事業者名

販売場等又は
飲食店所在地

代表者名

販売場等又は
飲食店名

様式2

販売場等名

フリガナ

　「販売場等名」「販売場等所在地」には、酒類の製造免許又は販売業免許に記載されている情報を記入してください。

岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）【10月分】 取引先事業者一覧

様式２ 記入要領 

① 
①申請事業者名 
・様式１に記載した申請事業者名

を記入してください。 

② 

 

②販売場等情報 
・申請者の販売場に関する情報を入力してくださ

い。（例：〇〇酒店、□□酒造） 

・販売場が複数ある場合は主な販売場等を一つ 

記入してください。 

・該当する免許に☑してください。 

④取引先情報 

販売場等情報で記入した販売場等での主な取引先を記入してくだ

さい。 

間接的な取引がある場合は、飲食店等に納入されるまでの取引先

を全て記入してください。 

代表者名は権限のある責任者名を記載してください。 

例）酒類製造業者が卸売業者等を通じて飲食店等に酒類を納入す

る場合 

①卸売業者 ②小売業者 ③飲食店等の情報を記入 

 

④ 

③ ③申請者の要件チェック 
該当する場合には☑してください。 

※該当しない場合は給付対象外となります。 
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岐阜県知事　　様

年 月 日

所在地（個人事業主の場合は自宅住所）

申請事業者名

代表者役職・氏名

※自署で記入してください。

※法人においてゴム印を使用する場合は、登録された代表者印（法人の実印）も併せて押印してください。

　７．申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の給付を受けた事業者
　 名等の情報が公表されることに同意します。

様式３

誓　約　書

　岐阜県酒類納入事業者支援金（月次支援金上乗せ枠）（第２弾）の給付申請にあたり、次のとおり誓約しま
す。

　１．岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）の給付対象者ではありません。

　３．コロナ社会を生き抜く行動指針に沿った感染防止対策を実施しています。

　４．申請受付要項の内容を確認しており、申請書及び添付資料に記載した情報に偽りはあり
     ません。また、酒類の販売等に必要な免許を受けています。

　５．支援金の給付後に申請内容に虚偽等が判明した場合は、支援金の返還に応じるととも
　　に、加算金の支払に応じます。

　５．岐阜県から申請内容及び審査に関する調査・報告・是正のための依頼・措置の求めが
　　あった場合は、これに応じます。

　６．申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、岐阜県
   暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等
   に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団及び暴力団員
   等が、申請事業者の経営に事実上参画していません。

　２． 令和３年３月31日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業
　　を継続して実施します。

　８．申請書類に記載された情報は、必要に応じて行政機関（税務当局、警察署、保健所等）
　に提供することに同意します。

【署名欄】 令和署名年月日

様式３ 記入要領 

① 

 

①署名年月日 

申請日以前の日付で、誓約書を作成

した日にちを記入してください。 

② 

②所在地 

法人の場合は会社の所在地を、

個人事業者の場合は自宅住所を

記入してください。 

④代表者役職・氏名 

個人事業者の場合は、個人事業

者名を記入してください。 

※注意事項 

・日付、所在地（個人事業主は住所）、申請事業者名、

代表者役職・氏名欄は、必ず自署で記入ください。 

・法人においてゴム印を使用する場合は、登録された

法人代表者印（法人の実印）も併せて押印ください。 

 

③ 

④ 

③申請事業者名 

法人の場合は、法人名を記入してく

ださい。個人事業者の場合は記入し

ないでください。 
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別表１－２（申請必要書類 一覧チェック表） 記入要領 

① 

①申請書類チェック表 
・必ず本申請書と一緒に同封のうえ提出してください。 

・チェック欄にチェックが入っているか、予め内容物を

ご確認ください。 

・申請書類に不備があると、申請を受け付けられません

ので、ご了承願います。 


